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自動販売機設置事業者募集要項 

 

小野市が行う自動販売機設置事業者（以下｢設置事業者｣という。）の

募集に参加される方は、この募集要項をよく読み、次の各事項をご承知

の上、お申し込みください。 

 

１ 公募物件について 

 設置施設（※設置位置図は別紙参照） 

施設 

番号 
施設名称 施設所在地 形式 設置台数 

１ 小野市防災センター 小野市王子町809 清涼飲料水自販機 １台 

２ 消防署南分署 小野市池尻町628-161 清涼飲料水自販機 １台 

３ 消防署北分署 小野市古川町1250 清涼飲料水自販機 １台 

 

２ 応募資格要件 

次の要件を満たす法人又は個人に限り応募することができます。な

お、設置事業者として決定した後に応募資格要件を満たしていないこ

とが判明した場合は、設置事業者としての使用許可を取り消します。 

(1) 兵庫県内に本店を有する者又は兵庫県内に支店、営業所等を有す

る者であり、過去３年間において、公共施設等に自動販売機の設置

実績がある者であること。 

(2) 次のアからカまでのすべてを満たす者であること。 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資

格に関する規定）に該当しない者であること。 

イ 国税及び地方税の未納がない者であること。 

ウ 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許

認可等の免許を有している者であること（該当の場合のみ）。 

エ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又はその団体

に属する者でないこと。 

オ 成年被後見人、被保佐人及び破産者のいずれにも該当しない者

であること。 

カ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人

である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する

事務所の代表者をいう。）が暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する

暴力団員でないこと。また、暴力団（暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。）

又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。 
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３ 公募条件等 

(1) 使用許可等 

  ア 設置事業者の施設使用について 

設置事業者は、自動販売機設置場所として使用する部分につい

て、地方自治法第２３８条の４第７項の規定に基づき、行政財産

使用許可（以下「使用許可」という。）を受けて使用するものと

します。 

イ 使用許可の期間 

使用許可の期間は令和７年６月１日から令和８年３月３１日ま

でとします。ただし、公用及び公共用としての使用の必要性や使

用者の使用状況等を勘案して、本市において使用許可に支障がな

いと判断した場合は、引き続き１年以内の範囲で使用許可の更新

ができるものとします。更新については、４回（最長通算５年の

使用）を限度とします。 

使用許可の更新の際は、別途申請書の提出が必要です。 

ウ 工事費等 

自動販売機・電気子メーター等の設置及び撤去に要する工事費、

移転費等の一切の費用は設置事業者の負担とします。また、自動

販売機の運転に必要な光熱水費についても、全額を設置事業者の

負担とします。 

なお、光熱水費の請求については、本市の定める計算式により

算出した額とします。 

エ 設置条件 

自動販売機は市が指定する場所に、市の業務の支障及び通行の

妨げにならない範囲で設置することができます。自動販売機は外

形寸法及びデザイン等を事前に市の承認を得た上で設置してくだ

さい。なお、施設により設置サイズに指定がある場合があります

ので、申込みにあたっては別紙設置位置図を確認するとともに、

必要に応じて現地確認を行ってください。 

また、設置に当たっては、暴風及び地震等の災害時を想定し、

転倒防止対策を行うものとします。 

 (2) 使用上の制限 

次のアからサまでのすべてを満たす者であること。 

ア 使用許可の条件を遵守し、使用料等の費用を期日までに確実に

納付すること。 

イ 使用許可期間中に、許認可等の取消しを受けていないこと（該

当の場合のみ）。 

ウ 自動販売機による清涼飲料水等販売業務については、自らその
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業務に従事するものとし、自動販売機を設置する権利を第三者に

譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。 

エ ユニバーサルデザインでロケーション対応型（設置場所や環境

に応じて周りの景観に合う色合いをしたもの）及び省エネタイプ・

ノンフロン（代替フロン含む）型である自動販売機の設置に努め

ること。 

オ 販売品の搬入、廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については、

各施設管理者の指示に従うこと。また、自動販売機に商品ＰＲ用

のシール等を貼る場合においても、事前に各施設管理者に承認を

受けること。 

カ 清涼飲料水自動販売機の販売品目は、一般市場で認知、支持さ

れているお茶、水、炭酸飲料、ジュース類、コーヒー、紅茶、ス

ポーツドリンクなどの清涼飲料水とし、酒類（ノンアルコール商

品含む）の販売は不可とする。 

キ 販売価格については、標準小売価格より高い価格で販売しない

こと。 

ク 清涼飲料水自動販売機の販売方法については、ビン、カン、ペ

ットボトル等の密閉型とすること。 

ケ 自動販売機の売上額及び本数については、月別に集計を行い、

報告を行うこと。また、集計の際、機内カウンター等の立会いを

求められた場合はこれに従うこと。 

コ 自動販売機の設置にあたっては、安全管理に努めることとし、

躯体に影響のないように耐震対策を行うものとする。 

(3) 維持管理責任 

ア 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設

置事業者が行うこと。 

また、商品の賞味期限に注意するとともに、在庫及び補充管理

を適切に行うこと。 

イ 自動販売機に併設して、原則として自動販売機１台に１個の割

合で回収ボックスを設置し、他社製品の持込み等を問わず、設置

事業者の責任で適切に回収及びリサイクルを行うこと。 

ウ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守及び徹

底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は

遅滞なく手続きを行うこと。 

エ 自動販売機を設置するに当たっては、据付面を十分に確認した

上で安全に設置すること。 

オ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、設置事業

者の責任において対応すること。また、自動販売機に故障時等の

連絡先を明記すること。 
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カ 上記の連絡を受けた際は、速やかに対応すること。 

 (4) 設置の終了 

   やむを得ない理由により、使用許可期間の途中で自動販売機の設

置を終了する場合は、終了する日の３か月前までに、市に対し書面

にて報告を行ってください。３か月前までに報告がない場合は、設

置の終了を認めない場合があります。 

(5) 使用許可の取消し及び変更 

本市が許可物件を、公用若しくは公共の用に供するために必要が

あるとき、許可の条件に違反する行為があると認めるとき又は本市

の指示に従わないときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、

又は変更することがあります。また、本市の承認を得ずに用途を変

更することはできません。 

(6) 原状回復 

設置事業者は、許可期間が満了又は許可が取り消された場合は、

速やかに原状回復を行うものとします。なお、設置事業者は、原状

回復に際し、一切の補償を本市に請求することはできません。 

 

４ 応募申込 

(1) 申込受付期間 

令和７年４月２８日（月）～令和７年５月１６日（金） 

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

なお、土曜日、日曜日、祝日は受付を行いません。 

 

(2) 申込受付場所 

兵庫県小野市王子町８０９番地 

小野市防災センター２階 消防本部総務課総務係 

(3) 申込必要書類 

 提 出 書 類 法人 個人 

① 応募申込書（指定様式） ○ ○ 

② 誓約書（指定様式） ○ ○ 

③ 履歴事項全部証明書 ○ － 

④ 印鑑証明書（個人は印鑑登録証明書） ○ ○ 

⑤ 

国税（所得税、法人税、消費税及び地方消

費税）納税証明書 

※その3の3（法人）又はその3の2（個人） 

○ ○ 

⑥ 小野市税に未納の税額がないことの証明書 ○※１  ○※１  

⑦ 委任状（指定様式） ○※２  －  

⑧ 見積書（指定様式） ○ ○ 
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⑨ 販売品目一覧表（指定様式） ○ ○ 

⑩ 設置する自動販売機及び商品のカタログ ○ ○ 

※１ 小野市内に在住又は本社、支社、支店等がある場合のみ 

※２ 支店又は営業所等に各申請関係を委任する場合のみ 
 

   なお、各種証明書は、発行後３か月以内のものに限り、写しでの

提出を可とします。 

(4) 申込みの手続き 

受付期間内に、申込みに必要な書類を受付場所に直接持参直接持参直接持参直接持参してく

ださい（郵送、電話、ファックス、インターネット等による受付は

行いません）。 

(5) 応募資格の確認について 

提出した書類を受理し、内容を審査します。応募資格要件を満た

さないと判断した場合及び申込必要書類に不備があると判断した

場合は、受付を取り消し、その旨を後日連絡します。 

 

５ 設置事業者の決定等 

 (1) 使用料 

使用料は、設置する自動販売機で商品を販売して得た代金の総額

（以下「売上高」という。）に応じて、使用料を納入していただく

歩合制です。各月の売上高に見積書に記載された歩合を乗じて得た

額（小数点未満切捨て）を使用料とします。 

 なお、１年間の使用料の合計額が３０，０００円に満たない場合

については、合計額と３０，０００円の差額についても納付してい

ただきます。ただし、使用期間が１年に満たない場合は、使用期間

に応じた額とします。 

 (2) 納付方法 

   毎月の売上実績報告に基づき、使用料を算出します。 

半年に一度、過去６か月分の使用料をまとめた納付書を作成しま

すので、指定する期日までに納付していただきます。 

 (3) 設置事業者の決定 

 消防本部が予定する使用料は、売上高の１１１１５５５５％以上％以上％以上％以上とし、提示さ

れた使用料率及び予想される当該自動販売機の売上額や販売価格、

販売品目等を総合的に判断した上で設置事業者を決定します。 

なお、設置事業者におかれましては、後日各施設の管理担当部局

と設置等についての打合せを行っていただきます。 

(4) くじによる設置事業者の決定 

最高となるべき使用料率等の見積りをした者が２者以上あるとき

は、くじにより設置事業者を決定します。 
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当該応募申込者のうち、くじを引かない者がある場合は、本市が

指定した者（審査事務に関係のない職員）が応募申込者に代わって

くじを引き、設置事業者を決定します。その場合、くじの結果につ

いて異議を申し立てることはできません。 

(5) 結果の通知 

結果については、設置事業者に決定した者に対してのみ文書にて

通知します。 

(6) 見積り合わせの中止 

不正な提案が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他

やむを得ない理由があるときは、見積り合わせを中止又は延期する

ことがあります。 

 

６ 使用許可申請の手続き 

設置事業者に決定した者は、行政財産使用許可申請書（本市指定様式）

を提出してください。 

なお、使用許可については、応募申込書に記載された名義又は申込者

から委任を受けた受任者（支店等）以外には行いません。 

 

７ 設置事業者の決定の取消し 

(1) 正当な理由なくして、指定する期日までに使用許可の手続きに応

じなかった場合。 

(2) 設置事業者が設置条件や応募資格を満たしていないことが判明

した場合又は失った場合。 

 

８ その他 

(1) 設置事業者の決定後、仕様等についての不知又は不明を理由とし

て異議を申し立てることはできません。 

(2) 使用許可の手続き及び履行に関する一切の費用については設置

事業者の負担となります。 

(3) 本要項に定めのない事項については、地方自治法及び同施行令並

びにその他関連諸法令に定めるところによって処理します。 

(4) 本要項に記載のないことについては、別途小野市が定めるものと

します。 

 

９ お問い合わせ先 

小野市消防本部総務課総務係 

〒６７５－１３７８ 

兵庫県小野市王子町８０９番地 

電話（０７９４）６３－４６３３ 


